
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

□法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２1条第７項に
該当するファイル
□有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

※保有個人情報に係る記録の場合、「個人情報ファイル」は「保有個人情報」と読み替える

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

内容

配偶者支援金データファイル

国分寺市長

福祉部　生活福祉課

中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた配偶者の置かれてい
る事情に鑑み、永住帰国前からの特定配偶者に対し、中国残留邦人等の死
亡後に支援給付に加えて、配偶者支援金を支給するため。

①配偶者支援金受給（申請）者
１氏名、２住所、３婚姻関係にあった特定中国残留邦人等の氏名、４婚姻関係にあっ
た特定中国残留邦人等の死亡日、５継続した婚姻関係にあった事実の有無、６支援
給付受給の状況、７印影、８配偶者支援金を受けようとする者が申請できない理
由、９口座番号
②①の扶養義務者またはその他の同居親族
１氏名、２住所、３配偶者支援金を受けようとする者との続柄等、４印影

①配偶者支援金受給（申請）者　②①の扶養義務者またはその他の同居親
族

本人から　自課保有情報

含まない

なし

0516

12 個人情報ファイルの種別
■法第６０条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

含まない


